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第１ 調査の目的等 

 

１ 目的 

この調査は、市町村における洪水ハザードマップの作成・普及に関する国の支援状況等を調

査し、関係行政の改善を図るために実施したものである。 

 

２ 調査担当部局別対象機関名、機関数 
 

国の行政機関 地方公共団体 区分 
調査担当部局 地方整備局 河川事務所、河川国道事務所 県 市町 
関東管区行政評価局 
〔第二部第３評価監視官〕 

関東地方整

備局 
利根川上流河川事務所＊ 
江戸川河川事務所 
荒川上流河川事務所 
荒川下流河川事務所 
高崎河川国道事務所＊ 

埼玉県 53 市町

群馬行政評価事務所 
〔評価監視官〕 

 利根川上流河川事務所＊ 
渡良瀬川河川事務所 
高崎河川国道事務所＊ 

群馬県 12 市町

山梨行政評価事務所 
〔評価監視官〕 

 甲府河川国道事務所 山梨県 14 市町

計 7 河川事務所等 3 県 79 市町

（注）１ ＊ 関東管区行政評価局及び群馬行政評価事務所における調査対象河川事務所は、同一河

川において流域毎に管轄区域が異なるため、両調査担当部局欄に記載している。 
2 調査対象とした市町は、浸水想定区域の指定を受けている全市町である。 
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通    知    事    項 説明図表番号

第２ 制度の概要等 

１ 水防法の概要（洪水ハザードマップ関連） 

水防法（昭和 24 年法律第 193 号）は、洪水又は高潮に際し、水災を警戒し、

防御し、及びこれに因る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを

目的として制定されている。 

同法において、河川管理者である国又は都道府県は、洪水により国民経済

上重大な損害を生ずるおそれがあると認められる河川を洪水予報河川又は水

位情報周知河川として指定し、さらに、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保

し、水災による被害の軽減を図るため、当該河川がはん濫した場合に浸水が

想定される区域を浸水想定区域として指定・公表し、これを関係市町村に通

知することとされている。 

市町村（防災会議）は、上記の浸水想定区域の指定の通知を受けて、市町

村地域防災計画において、洪水予報等の伝達方法や避難場所その他洪水時の

円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項等を定めることとされて

いる。さらに市町村は、上記により地域防災計画に定めた事項を、洪水ハザ

ードマップ（以下「ハザードマップ」という。）を用いて住民に周知すること

とされている。 

上記の制度のうち、浸水想定区域の指定制度は、平成 11 年の福岡豪雨及び

平成 12 年の東海豪雨を契機とする平成 13 年 6月の水防法の改正により導入

されたものであり、当該区域は大河川である洪水予報河川を対象に指定され

ることとされた。 

その後、当該区域の指定対象となる河川については、平成 16 年の新潟・福

島豪雨による災害を契機とした平成 17 年 5 月の水防法改正により、洪水予報

河川から中小河川である水位情報周知河川まで拡大された。 

また、平成 13 年の法改正では、浸水想定区域の指定を受けた市町村はハザ

ードマップ等により地域防災計画で定めた事項を住民に周知するよう努める

こととされたが、平成 17 年の法改正では、ハザードマップによる住民への周

知が義務化されることとなった。 

 

 
 
 
 
 
図－１ 
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水防法改正の概要 

⑴ 平成 13 年改正 

水防法（昭和 24 年法律第 193 号）は、平成 11 年の福岡豪雨及び平成 12

年の東海豪雨による都市部の課題の顕在化や相対的に治水安全度の低い中

小河川の外水氾濫等の被害が解消されていないことを踏まえて、平成 13 年

6 月に改正されており、その概要は以下のとおりである。 

① 浸水想定区域制度（河川管理者（国及び都道府県）は、水防法により

指定した「洪水予報河川」が氾濫した場合に浸水が想定される区域を、

浸水想定区域として指定するとともに、これを公表し、関係市町村に通

知する。）の創設。 

② 関係市町村（浸水想定区域をその区域に含む市町村）は、洪水予報の

伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な事項を市町村地域防災計画に定めること。 

③ 関係市町村は、上記に基づき地域防災計画に定めた事項を、住民に周

知させるよう努めること。 

 

⑵ 平成 17 年改正 

平成 16 年に発生した新潟・福島豪雨による災害などを契機として、平成

17 年 5月に再度水防法が改正された。その概要は以下のとおりである。 

① 浸水想定区域の指定対象河川として、従来の「洪水予報河川」に加え

て「水位情報周知河川」が追加された（第 14 条）。 

② 市町村地域防災計画で定める事項として、新たに浸水想定区域内の災

害時要援護者施設（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災

上の配慮を要する者が利用する施設で当該施設の利用者の洪水時の円滑

かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設）の名称及び所

在地が追加され、地域防災計画で定める事項は以下のとおりとなった（第

15 条第 1項）。 

ⅰ）洪水予報等の伝達方法 

ⅱ）避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必

要な事項 

ⅲ）浸水想定区域内に地下街等又は災害時要援護者施設がある場合にあ

っては、これらの施設の名称及び所在地 

③ 市町村は、上記の地域防災計画で定めた事項について、ハザードマッ

プ等の印刷物により住民へ周知することが義務付けられた（第 15 条第 4

項、施行規則第 4条）。 

 
 

 

 



 

図－１  洪水予報河川等の指定から洪水ハザードマップ作成までの流れ 

      

  国                        都道府県 
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・洪水予報河川の指定 
（第 10 条第 2 項） 
・水位情報周知河川の指定 
（第 13 条第 1 項） 

浸水想定区域の指定、公表及

び関係市町村長への通知 
（第 14 条） 

浸水想定区域の指定、公表

及び関係市町村長への通

知（第 14 条） 

国の支援
・総合流域防災

事業（H17.4）
・中小河川浸水

想定区域図
作成マニュ
アル（H17.6）

・洪水予報河川の指定 
（第 11 条） 
・水位情報周知河川の指定 
（第 13 条第 2 項） 

 

 

関係市町村（浸水想定区域 

を含む市町村） 

地域防災計画に洪水予報の伝

達方法、避難場所等の事項を

定める。（第 15 条第 1 項） 

 

              

 

国の支援 
・ 災害情報支援室による
支援（H17.1） 

・ 総合流域防災事業      
(H17.4） 

・ 洪水ハザードマップ作
成の手引き（H17.6） 

 
洪水ハザードマップを作成し

て地域防災計画に定めた事項

を住民に周知する。（第 15 条

第 4 項） 
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２ 国土交通省における洪水ハザードマップ作成・普及の推進に関する施策 

国土交通省は、都道府県による浸水想定区域の指定や市町村によるハザー

ドマップの作成・普及を推進するため、これまで以下の施策を実施している。 

⑴ 平成 6年に「洪水ハザードマップ作成要領」を策定し、これを水防法改

正の都度、改訂している。また、同作成要領を解説するものとして、平成

12 年 9月に「洪水ハザードマップ作成要領の解説と運用」を、平成 17 年 6

月に「洪水ハザードマップ作成の手引き」（以下、「作成の手引」という。）

を作成し、関係機関に示している。 

⑵ 平成 16 年 12 月に「豪雨災害対策緊急アクションプラン」を策定し、ハ

ザードマップの全国的な緊急配備を掲げ、平成 17 年度以降 5年間（平成 21

年度まで）に全国約 2,300 市町村（未作成市町村すべて）で作成・公表す

ることを目標として掲げている。 

⑶ 上記のアクションプランに基づき、全国の河川事務所及び河川国道事務

所（以下「河川事務所等」という。）に災害情報普及支援室を設置し、「災

害情報協議会」の運営やハザードマップ作成に関する市町村への技術的支

援を行わせることとしている。 

関東地方整備局では、これを受けて、平成 17 年 1月に管内の河川事務所

等に「災害情報普及支援室」を設置し、平成 17 年 3月以降、順次「災害情

報協議会」を設立している。 

⑷ 平成 17 年度に「総合流域防災事業」を創設し、この中で、①都道府県が

浸水想定区域を指定する際の調査に対する補助、②市町村がハザードマッ

プを作成する際の調査に対する補助を導入している。 

⑸ 都道府県が自ら管理する洪水予報河川等について、浸水想定区域を指定

するための技術的支援として、平成 17 年 6 月に「中小河川浸水想定区域図

作成の手引き」を作成している。 

 

 また、国土交通省は、以下の通知により、①ハザードマップ作成の前提と

なる市町村地域防災計画の策定・見直しが適切に行われるよう、市町村防災

会議等を通じて必要な助言等を行うことや②洪水ハザードマップの作成・普

及に必要な技術的な支援を行うよう、各地方整備局に対して通知している。 

・ 「水防法の一部を改正する法律の施行に伴う地方公共団体への支援措置

の実施について」（平成 13 年 7月 3日付け国河政第 56 号・国河防第 330 号

各地方整備局河川部長等あて河川局治水課長・防災課長通知、以下「平成

13 年治水課長等通知」という。） 
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第３ 調査結果 

１ 洪水予報河川、水位情報周知河川及び浸水想定区域の適切な指定の推進等 

水防法では、洪水予報河川又は水位情報周知河川において提供される洪水

予報及び水位情報と浸水想定の情報とが一体となって活用される仕組みとし

ており、洪水予報河川及び水位情報周知河川の指定は、浸水想定区域の指定

に先立って行われることとなっている。 

また、浸水想定区域の指定は、ハザードマップの作成の前提となるもので

あり、適切なハザードマップを作成するためには、浸水想定区域の指定を適

切に行うことが重要である。 

関東地方整備局は、国管理河川（国直轄ダム管理区間を除く。）について、

埼玉県内 19 河川のうち 14 河川を、群馬県内 11 河川についてはすべてを、山

梨県内 10 河川のうち 8河川を、洪水予報河川又は水位情報周知河川に指定し

ている。 

また、関東地方整備局は、国管理河川について、埼玉県内では 14 河川、群

馬県内では 11 河川、山梨県内では 7 河川で浸水想定区域を指定している。 

一方、県管理河川については、洪水予報河川又は水位情報周知河川に指定

しているものは、埼玉県が 12 河川、群馬県が 19 河川、山梨県が 3 河川とな

っている。また、浸水想定区域を指定している県管理河川は、埼玉県が 9河

川、群馬県が 7河川、山梨県が 5河川となっている。 

なお、埼玉県、群馬県及び山梨県における浸水想定区域が指定されている

市町村は、79 市町となっている。 

今回、関東管区行政評価局、群馬行政評価事務所及び山梨行政評価事務所

（以下「当局」という。）が、関東地方整備局、埼玉県、群馬県及び山梨県に

おける洪水予報河川及び水位情報周知河川の指定状況並びに浸水想定区域の

指定状況を調査した結果、次のような状況がみられた。 

⑴ 国管理河川の洪水予報河川の指定区間及び浸水想定区域の見直しが必要

な例 

① 浸水想定区域の指定は、洪水予報河川等に指定されている区間におい

て破堤点を設けてシミュレーションを行うことにより行うこととなって

いるが、指定区間外の区間で破堤点を設けてシミュレーションを行い、

その結果に基づき、浸水の危険性のある区域として浸水想定区域図に明

示し、指定・公表している例（関東地方整備局（荒川））がみられる。 

関東地方整備局は、この浸水想定区域図に基づき、上記指定区間外の破

堤等による浸水が想定される区域を含む町に対し、他の市町と同様に浸水

想定区域として指定したことを通知しており、当該町に対し、水防法上の

ハザードマップ作成の義務を負わせている状況となっている。 

公表されている浸水想定区域図をみると、指定区間外の破堤等による浸

水区域内には家屋等が多く含まれており、水防法第 10 条第 2項に照らし、

洪水予報及び水位情報と合わせた浸水想定の情報を提供する必要性の高

 
 
 
 
 
 
 
 
 
表１－① 
 
 
 
表１－② 
 
 
 
 
 
表１－➂ 
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い地域であると思われることから、当該区間を含めた洪水予報河川の指定

区間の見直しを速やかに行うことが必要と考えられる。 

② 重要水防箇所のＡランク（水防上、最も重要な区間で特に重点的に巡

視すべき区間）に指定されている河岸に隣接しているものの、浸水想定

区域に指定されていない一部区域（関東地方整備局（荒川））において、

平成 19 年９月の台風９号による出水により浸水が発生している例があ

る。 

浸水想定区域の指定にあたっては、水防法第 14 条第１項に照らし、当

該区域について浸水実績等の情報を基に指定の見直しを行うことが必要

であると考えられる。 

 

⑵ 県管理河川の洪水予報河川、水位情報周知河川等の指定について関東地方

整備局がより積極的に助言を行うことが必要な例 

調査した 3県のうち 1県では、同県管理河川（5 河川）について浸水想定

区域の指定を行っているが、これらの 5河川について浸水想定区域の指定

の前提となる洪水予報河川又は水位情報周知河川の指定状況をみると、ⅰ）

洪水予報河川又は水位情報周知河川の指定を行っていないもの（2河川）、

ⅱ）浸水想定区域の指定から約 1年後に水位情報周知河川に指定しており、

同指定まで長期を要しているもの（3河川）がみられる。 

この結果、これらの河川においては、水位情報周知河川等の指定を受け

るまでの間、浸水想定区域内の住民の避難に必要となる洪水予報や避難判

断水位到達情報の提供が的確に実施されないおそれがある。 

 

なお、水位情報周知河川の指定制度がなかった時期に発出された平成 13 年

治水課長等通知においては、地方整備局は、都道府県知事による洪水予報河

川の指定手続きが適切に行われるよう必要な助言を行うこととされている

が、同通知の趣旨からみて、平成 17 年の水防法改正により設けられた水位情

報周知河川の指定についても、地方整備局は同様に都道府県に対して必要な

助言を行うことが必要と考えられる。 

ちなみに、関東地方整備局では、都道府県管理河川の洪水予報河川及び水

位情報周知河川の指定について、予算編成の打ち合わせや県に出向いた際に、

水防法の趣旨の説明を必要に応じて行っているが、上記の調査結果にみられ

るように十分な成果とはなっていない状況にある。 

 

したがって、関東地方整備局は、洪水予報河川、水位情報周知河川及び浸

水想定区域の適切な指定を図る観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

① 国管理河川の洪水予報河川の指定区間及び浸水想定区域の見直しが必要

な河川については、関係機関と調整の上、速やかに実施すること。   

② 管内の都県に対し、当局の調査結果の周知を図る等により、都県管理河
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通    知    事    項 説明図表番号

川における洪水予報河川又は水位情報周知河川の指定及び浸水想定区域の

指定が水防法の手続に従い的確に行われるよう、積極的に助言すること。 

また、今回の調査の結果、水防法に基づく洪水予報河川又は水位情報周

知河川の指定を行っていない県に対し、この指定を行うよう、積極的に助

言すること。 

 



 - 9 -

（説 明） 

 
表１－① 洪水予報河川及び水位情報周知河川の指定状況（平成 19 年８月末現在） 

（単位：河川） 

県 区分 河川数 洪水予報河川指定 水位情報周知河川指定 洪水予報河川又は水位

情報周知河川の指定 
国管理 19 14

利根川、江戸川、渡良瀬川、

烏川、小山川、神流川、中

川、綾瀬川、荒川、入間川、

越辺川、都幾川、高麗川、

小畔川 

０ 14

埼

玉

県 県管理 150 １

新河岸川 
11

小山川、綾瀬川、芝川、福

川、中川、元荒川、新芝川、

鴨川、市野川、入間川、柳

瀬川 

12

国管理 11 ９

利根川、渡良瀬川、桐生川、

烏川、鏑川、広瀬川、早川、

碓氷川、神流川 

２

矢場川、多々良川 
11

群

馬

県 

県管理 434 ０ 19
利根川、石田川、早川、広

瀬川、粕川、荒砥川、桃ノ

木川、赤城白川、谷田川、

桐生川、烏川、井野川、榛

名白川、鏑川、鮎川、高田

川、碓氷川、韮川、蛇川 

19

国管理 10 ２

富士川（釜無川含む）、笛吹

川 

６

早川、日川、重川、御勅使

川、塩川、濁川 

８

山

梨

県 県管理 610 ０ ３

相川、濁川、平等川 
３

（注）１ 当局の調査結果による。 
２ 国管理の河川数には、国直轄ダム管理区間を含まない。 
３ 県管理河川の中には、湖沼を含む。 
４ 国管理の河川のうち洪水予報河川又は水位情報周知河川のいずれにも指定していない河川

は、①水門とポンプで水位の調整が可能な河川、②国管理河川と交差する区間があるなど、国

管理区間と県管理区間が入り組んでいる河川等である。 
 

 



表１－② 浸水想定区域の指定状況（平成 19 年８月末現在） 
（単位：河川） 

県 区分 洪水予報河川又は水

位情報周知河川の指

定を行っている河川 
浸水想定区域の指定を行っている河川 

国管理 14 14
利根川、江戸川、渡良瀬川、烏川、小山川、神流川、中川、綾瀬川、

荒川、入間川、越辺川、都幾川、高麗川、小畔川 埼

玉

県 県管理 12 ９

中川、綾瀬川、元荒川、小山川、福川、新河岸川、柳瀬川、芝川、

新芝川 
国管理 11 11

利根川、渡良瀬川、桐生川、矢場川、多々良川、烏川、鏑川、広瀬

川、早川、碓氷川、神流川 
群

馬

県 県管理 19 ７

石田川、蛇川、早川、烏川、碓氷川、井野川、榛名白川 
国管理 ８ ７

富士川（釜無川含む）、笛吹川、早川、日川、重川、御勅使川、塩川
山

梨

県 県管理 ３ ５

荒川、相川、濁川、平等川、塩川 
（注）当局の調査結果による。 
 
 
表１－③ 浸水想定区域の指定を受けている市町村の状況（平成 19 年８月末現在） 

（単位：市町村、％） 
浸水想定区域の指定を受けている市町 区分 

県 県内市町村数 
国管理河川のみ 国管理河川及び県管理河川

の両方 
県管理河

川のみ 
合計 

埼玉県 

70（100） 22（31.4） 
加須市、東松山市、羽生市、

桶川市、久喜市、北本市、

蓮田市、坂戸市、幸手市、

伊奈町、毛呂山町、川島町、

吉見町、鳩山町、神川町、

上里町、北川辺町、大利根

町、宮代町、栗橋町、鷲宮

町、杉戸町 

29（41.4）  
さいたま市、川越市、熊谷

市、川口市、行田市、本庄

市、春日部市、鴻巣市、深

谷市、上尾市、草加市、越

谷市、蕨市、戸田市、鳩ヶ

谷市、朝霞市、志木市、和

光市、新座市、八潮市、富

士見市、三郷市、吉川市、

ふじみ野市、三芳町、騎西

町、白岡町、菖蒲町、松伏

町 

２（2.9） 
所沢市、

美里町 

53（75.7）

群馬県 

38（100） ９（23.7）
桐生市、館林市、藤岡市、

玉村町、板倉町、明和町、

千代田町、大泉町、邑楽町

３（7.9） 
高崎市、伊勢崎市、太田市 

０（0） 
 

12（31.6） 

山梨県 

28（100） ９（32.1）
山梨市、南アルプス市、甲

斐市、市川三郷町、増穂町、

鰍沢町、身延町、南部町、

昭和町 

４（14.3） 
甲府市、韮崎市、笛吹市、

中央市 

１（3.6） 
北杜市 

14（50.0） 

合計 136（100） 40（29.4） 36（26.5） ３（2.2） 79（58.1）
（注）１ 当局の調査結果による。 

２ （ ）は、各県内の市町村数に対する割合を示す。 
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２ 適切なハザードマップ作成の推進 

ハザードマップは、洪水予報等の伝達方法や避難場所その他洪水時の円滑

かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項等を住民へ周知し、実際に氾

濫・浸水があった場合の住民の迅速な避難を確保し、人命の被害を軽減する

ため、あらかじめ住民が避難場所や避難する経路等について理解を得るため

に提供されるものである。 

このハザードマップについては、近年の水災による被害が顕在化してきた

ことから、作成の重要性が高まり、平成 17 年の水防法改正では、従来は、作

成が任意であったものが義務化されている。 

国土交通省は、平成 16 年 12 月に策定した「豪雨災害対策緊急アクション

プラン」においてハザードマップの全国的な緊急配備を掲げ、平成 17 年度以

降 5年間（平成 21 年度まで）に未作成市町村すべて（全国約 2,300 市町村）

において作成・公表されることを目標として設定している。 

また、豪雨災害対策緊急アクションプランを受けて、平成 17 年 1 月、河川

事務所等に「災害情報普及支援室」を設置するとともに、「災害情報協議会」

を設立し、積極的な支援を行うこととしている。 

 

⑴ ハザードマップ作成の推進 

平成 19 年 8 月末現在、調査対象とした埼玉県、群馬県及び山梨県の 3 県

では、水防法第 15 条第 4項に基づき、ハザードマップの作成が義務付けら

れている市町村は 79 市町（埼玉県 53 市町、群馬県 12 市町、山梨県 14 市

町）となっている。 

今回、この 79市町を対象にハザードマップの作成状況を調査したところ、

41 市町では作成されていたものの、残り 38 市町(48.1％)については未作成

となっている。 

平成 19 年 6 月に浸水想定区域が指定された 1市を除く未作成 37 市町に

ついて作成予定年度を調査（未回答２市町）したところ、以下のとおり、

平成 21 年度までに作成することとしている状況となっている。 

① 平成 19 年度中に作成する予定のあるところが 17 市町 

② 平成 20 年度に作成する予定のあるところが 11 市町 

③ 平成 21 年度に作成する予定としているところが 7 市町 

しかしながら、平成 20 年度及び 21 年度作成予定の市町をみると、今後

の具体的な作成スケジュールが特になく、さらに、これまで未作成であっ

た理由をみると、①過去に災害発生等がなく、作成の必要性の意識が乏し

いとしている市町（2市町）、②当該市町の行政区域の全部又はほとんどが

水没する浸水想定となっていることから避難場所の確保等が困難であり、

市町村地域防災計画の改訂が困難となっている市町（3市町）、③ハザード

マップの印刷費等の確保が困難となっている市町（3市町）等がみられ、こ

れら市町において国土交通省が目標とする平成 21年度までにハザードマッ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表２－⑴－① 
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プの作成が完了するかどうか危惧される状況にある。 

また、関東地方整備局の 7河川事務所等の災害情報協議会の活動状況を

みると、①関係市町村に浸水想定区域図等ハザードマップを作成するため

に必要な資料の配付、②関係市町村に対し、水防法の趣旨や「作成の手引

き」についての説明、③ハザードマップ作成の情報交換等が行われている

ものの、未作成市町の中には、ハザードマップ作成の方法や避難対策の立

案に苦慮している市町もあり、災害情報協議会や災害情報普及支援室によ

るなお一層の支援が必要な状況がみられる。 

 

したがって、関東地方整備局は、災害発生時の円滑かつ迅速な避難の確

保に寄与するハザードマップの作成の促進を図る観点から、関東地方整備

局管内においてハザードマップが未作成となっている関係市町村に対し、

ハザードマップの作成が行われるよう、災害情報協議会等を通じ、積極的

に助言する必要がある。 

 
表２－⑴－④ 
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（説 明） 

 
表２－⑴－① 浸水想定区域を有する市町におけるハザードマップの作成状況（平成 19 年 8 月末現在） 

（単位：市町、％） 
ハザードマップの作成状況 

県名 浸水想定区域を
有する市町数 すべての浸水想定区域

について作成 
浸水想定区域の一部の
み作成 未作成 

埼玉県 53（100） 17（32.1） 10（18.9） 26（49.1）
群馬県 12（100） ５（41.7） ０（０） ７（58.3）
山梨県 14（100） ６（42.9） ３（21.4） ５（35.7）
合計 79（100） 28（35.4） 13（16.5） 38（48.1）

（注）１ 当局の調査結果による。 
２ 平成 19 年８月 31 日現在のハザードマップの作成状況について記載した。 
３ （ ）内の数値は、浸水想定区域が指定されている市町数に対する割合を示す。 

   ４ ハザードマップ作成市町は 15 ページを参照。 
 
表２－⑴－②    ハザードマップ未作成市町における今後の作成予定時期 

（単位：市町、％） 
作成予定時期 区分 

 
県 

ハザードマッ

プ未作成市町

数 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 未回答 

埼玉県 26(100) 11（42.3） ９（34.6） ４（15.4） ２（7.7）
群馬県 ７（100） ３（42.9） １（14.3） ３（42.9） ０（０）

山梨県 ４（100） ３（75.0） １（25.0） ０（０） ０（０）

３県合計 37（100） 17（45.9） 11（29.7） ７（18.9） ２（5.4）
（注）１ 当局の調査結果による。 

２ （ ）は、ハザードマップ未作成市町数に対する割合を示す。 
 
 

表２－⑴－③ ハザードマップ未作成市町（平成 20 年度以降作成予定市町）における未作成の理由 
（単位：市町、％） 

県
未作成理由 埼玉県 群馬県 山梨県 合計 

① ハザードマップの印刷費等が予算化さ
れていないため 

３ ０ ０ ３

② ハザードマップ作成の前提である地域
防災計画の見直しが必要なため 

４ ０ ０ ４

③ 当該市町の行政区域の全部又は大半が
水没する浸水想定となっており、水害時
の避難場所の確保が困難であるため 

３ ０ ０ ３

④ 県管理河川の浸水想定区域の指定を待
ってハザードマップを作成するため 

４ ３ １ ８

⑤ ハザードマップの作成の必要性につい
て認識していなかったため 

１ １ ０ ２

⑥ 土砂災害警戒区域の指定等を待ってハ
ザードマップを作成するため 

１ １ ０ ２

⑦ 不明 ２ ０ ０ ２

未作成市町数計（延べ数） 18 ５ １ 24
未作成市町数計（実数） 15 ４ １ 20
（注）１ 当局の調査結果による。 

２ 平成 20 年度以降にハザードマップを作成する予定としている市町及び未回答の市町（計 20
市町）について記載した。 
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表２－⑴－④ 河川事務所等の災害情報協議会等におけるハザードマップ作成に対する支援状況 
（平成 17 年度～18 年度） 

 
河川事務所

等名 ハザードマップ作成に対する支援状況 

利根川上流

河川事務所 
江戸川河川

事務所 

① 関係市町に「作成の手引き」等ハザードマップを作成するために必要な資料を配布

し、概括的な説明を行っている。 
② 関係市町に対し、ⅰ）ハザードマップ作成についての取組状況、今後の取組予定、

ⅱ）取組に当たっての懸案事項等について「ハザードマップ作成に関する取組状況調

査」を実施し、その結果を災害情報協議会で提示している。 
③ 平成 18 年度に、関係市町に対し、避難場所の名称、所在地、階別床面積、収容可能

人員等について、調査の実施を要請している（調査は現在継続中であり、平成 19 年度

中に各自治体に提示する予定）。 

渡良瀬川河

川事務所 
関係市町に「作成の手引き」等ハザードマップを作成するために必要な資料を配布し、

概括的な説明を行っている。 
 

荒川上流河

川事務所 
① 関係市町に「作成の手引き」等ハザードマップを作成するために必要な資料を配布

し、概括的な説明を行っている。 
② 関係市町に対し、ⅰ）ハザードマップ作成についての取組状況、今後の取組予定、

ⅱ）取組に当たっての懸案事項等についての調査結果を災害情報協議会で提示してい

る。 
 

荒川下流河

川事務所 
① 関係市区に「作成の手引き」等ハザードマップを作成するために必要な資料を配布

し、概括的な説明を行っている。 
② 関係市区に対し、ⅰ）ハザードマップ作成についての取組状況、今後の取組予定、

ⅱ）取組に当たっての懸案事項等について「ハザードマップ作成に関する取組状況調

査」を実施し、その結果を災害情報協議会で提示している。 
③ 関係市区に対し、平成 17 年度に、避難場所の名称、所在地、階数、想定浸水深、収

容可能人数等について「避難場所に関する現況調査」の実施を要請している。 
④ 平成 18 年度に関係市区の公園緑地帯の面積について調査し、一時避難場所としての

収容可能人数を提示している。 
この調査結果を基に、荒川下流河川事務所は、災害情報協議会等で洪水時の避難のあ

り方、広域避難における市区の連携方策について提案している。 
高崎河川国

道事務所 
関係市町に「作成の手引き」等ハザードマップを作成するために必要な資料を配布し、

概括的な説明を行っている。 
 

甲府河川国

道事務所 
関係市町に「作成の手引き」等ハザードマップを作成するために必要な資料を配布し、

概括的な説明を行っている。 
 

（注）当局の調査結果による。 
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（参考） 
 

ハザードマップを作成している市町 

 

県名 作成している市町名 

埼玉県 さいたま市、川越市、川口市、行田市、所沢市、加須市、羽生市、

戸田市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、久喜市、北

本市、富士見市、蓮田市、坂戸市、幸手市、ふじみ野市、毛呂山町、

北川辺町、大利根町、宮代町、白岡町、栗橋町、杉戸町 

群馬県 桐生市、太田市、館林市、板倉町、明和町 

山梨県 甲府市、山梨市、韮崎市、甲斐市、笛吹市、市川三郷町、増穂町、

身延町、昭和町 

（注）当局の調査結果による。 
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通    知    事    項 説明図表番号

⑵ ハザードマップの記載内容の適切化 

ハザードマップに記載すべき事項については、国土交通省河川局治水課

長通知に基づく「洪水ハザードマップ作成要領」が発出され、さらにこれ

を解説するものとして「洪水ハザードマップ作成要領の解説と運用」（平成

12 年 9月）及び「作成の手引き」（平成 17 年６月）に示されている。 

今回、ハザードマップを作成している 41 市町におけるハザードマップの

記載内容を調査した結果、30 市町（実数、73.2％）において、次のような

状況がみられた。 

① ハザードマップの記載内容に適切性を欠いているものが 29 市町

（70.7％ 埼玉県内 18 市町、群馬県内 5市町、山梨県内 6 市町）におい

てみられ、その中には、以下のような洪水が発生した場合の安全な避難

の確保に大きな支障を及ぼすおそれのあるものもみられる。 

ⅰ ハザードマップを浸水想定区域指定以前に作成しているため、避難所

の浸水深がハザードマップと浸水想定区域図で異なっており、後者の浸

水深が深くなったことなどにより、洪水時に水没するおそれのある建物

が避難所となっているもの（8 市町 19.5％） 

ⅱ 土石流危険箇所等の区域内の建物を避難所に指定しているもの（3市

町 7.3％） 

② 避難者と避難所の関係等からみて、「広域ハザードマップ」（市町村界

を越えて、住民の避難が必要となる場合に作成するハザードマップ）を

作成する必要性が高いもの（4 市町 9.8％） 

このような状況がみられる原因は、市町村において、ⅰ）浸水想定区域

が指定される以前に作成したハザードマップを改訂していないこと、ⅱ）

浸水想定区域の指定以後にハザードマップを作成したが、「作成の手引き」

の内容を十分理解しないでハザードマップを作成していること等があげら

れる。 

 

また、関東地方整備局におけるハザードマップ作成に関する支援状況を

調査したところ、各河川事務所等で設置している災害情報協議会では、ハ

ザードマップ未作成市町における作成の推進に支援の重点が置かれ、既に

作成している市町におけるハザードマップの問題点についての助言等につ

いては、上記調査結果からみて、十分な成果となっていない状況にある。 

なお、渡良瀬川河川事務所においては、平成 17 年 9月 29 日に行われた

第１回渡良瀬川災害情報協議会幹事会において、作成済みのハザードマッ

プの個別の課題について議題としている。 

 

したがって、関東地方整備局は、適切なハザードマップの作成を促進す

る観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
表２－⑵－① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表２－⑵－② 
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通    知    事    項 説明図表番号

① 災害情報協議会等を通じ、関係市町村に対し、当局の調査結果の周知

を図る等により、関係市町村のハザードマップが「作成の手引き」に則

った内容となるよう助言すること。 

② 今回の調査の結果、記載内容が不適切となっている市町に対し、記載

内容の見直しを図るよう積極的に助言すること。 
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（説 明） 

 
表２－⑵－① ハザードマップ作成市町における記載内容不適切の状況（平成 19 年 8 月末現在） 
 （単位：市町・％） 

該当市町 
記載内容不適切の類型 

埼玉県 群馬県 山梨県 計 
①洪水時に全階が浸水するおそれのある建物を避難所

に指定 
５ ２ １ ８(19.5)

②土石流危険箇所等の区域内にある建物を避難所に指
定 

０ ０ ３ ３(7.3)

③浸水深と避難所の階数からみて使用階の見直しの検
討が必要 

３ ２ ０ ５(12.2)

④ハザードマップ作成後に避難所の変更（廃止、追加、
移転又は名称、電話番号若しくは住所の変更）がされ
ている 

９ ２ ０ 11(26.8)

⑤避難所が２階建てであるが使用階を３階以上として
いる 

１ ０ ０ １(2.4)

⑥避難所の住所、電話番号又はマップ上の位置が間違っ
ている 

０
 

０ ３ ３(7.3)

⑦避難所の電話番号を記載していない ０ １ ０ １(2.4)

ア 
 
避
難
所
関
係 
 

⑧洪水用避難所である旨の記載が分かりにくい ０ １ ０ １(2.4)
イ 避難時危険箇所について記載されていない ２ ０ ０ ２(4.9)
ウ 気象情報の在りかが記載されていない ２ ２ ０ ４(9.8)

エ ハザードマップと浸水想定区域図で浸水範囲と浸水深が
異なっている 

14 ３ ２ 19(46.3)

オ 広域ハザードマップを作成する必要性が高い ３ １ ０ ４(9.8)
市町延べ数 39 14 ９ 62

計 
市町実数 19(46.3) ５(12.2) ６(14.6) 30(73.2)

（注）１ 当局の調査結果による。 
      ２ 平成 19 年８月 31 日現在のハザードマップの作成状況について記載した。 
      ３ （ ）内の数値は、ハザードマップを作成している 41 市町に対する割合（％）を示す。 
   ４ 本文の①に記述している 29 市町とは、本表の記載内容不適切の類型ア～エに該当する市町の実

数である。 
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表２－⑵－② 調査対象河川事務所等におけるハザードマップの記載内容に関する支援状況 
 

河川事務所

等名 
ハザードマップの記載内容に関する河川事務所等の支援状況 

利根川上流

河川事務所 

災害情報協議会で「作成の手引き」の説明を行うことにより、記載内容について総括的な

説明を実施している。 

なお、同事務所においては、浸水想定区域が指定される以前にハザードマップを作成した

市町村に対しては、浸水想定区域を踏まえて見直すよう促しているとしている。また、市町

村から要請があれば、ハザードマップ作成のための検討委員会等に参加しているとしている。

江戸川河川

事務所 

災害情報協議会で「作成の手引き」の説明を行うことにより、記載内容について総括的な

説明を実施している。 

渡良瀬川河

川事務所 

災害情報協議会で「作成の手引き」の説明を行うことにより、記載内容について総括的な

説明を実施している。 

なお、平成 17 年 9 月 29 日に開催した第１回渡良瀬川災害情報協議会幹事会において、作

成済みのハザードマップの個別の課題について議題としている。 

荒川上流河

川事務所 

災害情報協議会で「作成の手引き」の説明を行うことにより、記載内容について総括的な

説明を実施している。 

なお、平成 17 年度及び 18 年度の荒川上流災害情報幹事会・埼玉県洪水ハザードマップ作

成調整会議において、広域ハザードマップ作成について市町村連携（案）が提示され、それ

に伴う協力を行うと説明している。 

荒川下流河

川事務所 

災害情報協議会で「作成の手引き」の説明を行うことにより、記載内容について総括的な

説明を実施している。 

なお、災害情報協議会幹事会において、広域ハザードマップの作成が必要な市町村に対し

て、避難所の収容能力等の調査を踏まえて、他の市町村に避難することの割り振り案を提示

するなどの支援を実施している。 

高崎河川国

道事務所 

非該当（調査時点において管内にハザードマップ作成市町村がない。） 

甲府河川国

道事務所 

災害情報協議会で「作成の手引き」の説明を行うことにより、記載内容について総括的な

説明を実施している。 
（注）当局の調査結果による。 
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通    知    事    項 説明図表番号

⑶ ハザードマップと市町村地域防災計画との整合性の確保 

国土交通省は、ハザードマップ作成の前提となる市町村地域防災計画の

見直しに関し、平成 13 年治水課長等通知により、市町村地域防災計画の策

定・見直しが適切に行われるよう、市町村防災会議等を通じて必要な助言

等を行うよう地方整備局に対して通知している。 

ハザードマップは、市町村地域防災計画に記載されている①洪水予報等

の伝達方法、②避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ために必要な事項などを、住民に周知するために作成する印刷物であり、

当然にハザードマップの記載内容と市町村地域防災計画の内容とは整合性

のあるものとすることが必要である。このため、国土交通省が作成した「作

成の手引き」では、市町村はハザードマップを作成する過程で明らかにな

った浸水情報、避難情報や防災上の課題等に基づき市町村地域防災計画を

見直すとともに、作成するハザードマップと市町村地域防災計画の整合を

図ることとされている。 

今回、ハザードマップを作成している 40 市町（平成 19 年 5 月末現在）

におけるハザードマップと市町村地域防災計画の整合状況等を調査した結

果、次のような状況がみられた。 

① 40 市町のうち 23 市町（57.5％ 埼玉県内 15 市町、群馬県内 3 市町、

山梨県内 5市町）において、次のとおりハザードマップと市町村地域防

災計画が整合していないものがみられた。（重複計上） 

ⅰ ハザードマップに記載されている避難場所が市町村地域防災計画に

記載されていないもの（16 市町） 

ⅱ 避難場所の名称等がハザードマップと市町村地域防災計画とで異な

るもの（11 市町） 

ⅲ 避難勧告等の伝達方法について、ハザードマップに記載されている方

法と市町村地域防災計画に記載されている方法が一部異なるもの（6市

町） 

② 更に上記 23 市町について、ハザードマップ作成・改訂時期と市町村地

域防災計画の策定・改訂時期をみると、次のとおり改訂に対応していな

いもの（14 市町）がある。 

ⅰ ハザードマップ作成・改訂を行いながら長期間市町村地域防災計画に

反映していないもの（9 市町 不整合がある市町の 39.1％） 

ⅱ 市町村地域防災計画の策定・改訂を行いながら長期間ハザードマップ

に反映していないもの（5市町 同 21.7％） 

 

一方、関東地方整備局における地域防災計画の策定・見直しに関する助

言状況をみると、ハザードマップと地域防災計画の整合性について、災害

情報協議会等で議題に取り上げている状況にはない。 

また、市町村防災会議における河川事務所等からの参加状況をみると、
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上記のハザードマップを作成している 40 市町のうち、構成員として参加し

ているのは 20 市町であるが、そのうち、13 市町において市町村地域防災計

画とハザードマップの記載内容に不整合がある状況となっており、河川事

務所等による地域防災計画等に対する助言が十分に行われているとは認め

られない状況となっている。 

なお、当局の調査途上であった平成 19 年７月 10 日付けの国土交通本省

からの事務連絡「高齢者等の災害時要援護者、地下空間の利用者が円滑か

つ迅速な避難を確保する措置に係るアクションプログラムの作成につい

て」に基づき、関東地方整備局では、同年９月 20 日に、「水防法第 15 条ア

クションプログラム推進チーム」を設置するとともに、同チームによる会

議を開催し、水防法に対応した市町村地域防災計画の見直しの推進につい

て関係市町村に説明するよう、都県に依頼している。その後、10 月に上記

チームによる会議を開催し、再度、都県に対して上記の依頼を行っている。

また、２河川事務所においては、10 月に開催した災害情報協議会の場で、

このことについて説明している。 

 

したがって、関東地方整備局は、ハザードマップと市町村地域防災計画

の整合性を確保する観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

① 災害情報協議会等を通じ、関係市町村等に対して当局の調査結果の周

知等により、関係市町村のハザードマップと地域防災計画との整合が図

られるよう助言すること。 

② 今回の調査の結果、整合性が確保されていない市町に対しては、記載

内容の見直しを図るよう積極的に助言すること。 
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（説 明） 

 

表２－⑶－① ハザードマップと市町村地域防災計画の不整合の状況 
（単位：市町、％） 

県

項目 
埼玉県内 群馬県内 山梨県内 合計 

ハザードマップ作成市町数 26(100) ５(100) ９(100) 40(100)

不整合がみられる市町数（実数） 15(57.7) ３(60.0) ５(55.6) 23(57.5)

①ハザードマップに記載されているが、市町村

地域防災計画に記載されていない避難所が

ある 

９ ３ ４ 16

②市町村地域防災計画に水害時を含めて利用

する避難所と記載されているが、ハザードマ

ップに記載されていない避難所がある 

５ ０ ０ ５

③避難所の名称について、ハザードマップの記

載内容と市町村地域防災計画の記載内容が

異なる 

６ ０ １ ７

④避難所の住所について、ハザードマップの記

載内容と市町村地域防災計画の記載内容が

異なる 

２ ０ ０ ２

⑤避難所の電話番号について、ハザードマップ

の記載内容と市町村地域防災計画の記載内

容が異なる 

４ ０ ０ ４

避
難
所
の
記
載
に
関
す
る
不
整
合 

⑥ハザードマップには、「災害弱者優先」と記

載されているが、市町村地域防災計画にはこ

の利用限定を付していない避難所がある 

１ ０ ０ １

①地域防災計画に記載されているが、ハザード

マップに記載されていない避難勧告等の伝

達方法がある 

５ ０ ０ ５

不

整

合

の

内

訳 

避
難
情
報
の
伝

達
に
関
す
る
不

整
合

②ハザードマップに記載されているが、地域防

災計画に記載されていない避難勧告等の伝

達方法がある 

５ ０ ０ ５

（注）１ 当局の調査結果による。 
２ 平成 19 年 5 月末現在で作成した（地域防災計画等の資料の確認時点が 5 月末のため）。 
３ （ ）は、ハザードマップ作成市町数に対するハザードマップと市町村地域防災計画に不整

合が見られる市町数の割合を示す。 
４ 「不整合の内訳」欄は重複計上であるため、その合計と「不整合がみられる市町数（実数）」

欄の数値は一致しない。 
５ 本文の①－ⅱ）で記述している 11 市町とは、本表の「避難所の記載に関する不整合」欄の

③～⑤に該当する市町の実数である。また、本文の①－ⅲ）で記述している 6市町とは、本表

の「避難情報の伝達に関する不整合」欄の①～②に該当する市町の実数である。 
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表２－⑶－② ハザードマップと市町村地域防災計画について、それぞれの改訂に 
対応して迅速に見直しが行われていない該当市町数等 

（単位：市町、％） 
該当市町数等 

区   分 
埼玉県内 群馬県内 山梨県内 合計 

ハザードマップの作成・改訂を行いながら、長期間市町村

地域防災計画に反映させていない市町 ６ ２ １ ９(39.1)

市町村地域防災計画の策定・改訂を行いながら、長期間ハ

ザードマップに反映させていない市町 ５ ０ ０ ５(21.7)

合計 11 ２ １ 14

（注）１ 当局の調査結果による。 
２ （ ）は、ハザードマップと市町村地域防災計画に不整合がある市町（23 市町）全体に対す

る割合を示す。 
 
表２－⑶－③      市町村防災会議への参加及びハザードマップの改訂状況等 
 

区   分 埼玉県内 群馬県内 山梨県内 計 
河川事務所等が構成員となっている市町数 23 市町 ４市町 ７市町 44 市町

市町村防災計画とハザードマップに不整合な記載内容が

ある市町数 

10 市町 １市町 ２市町 13 市町

ハザードマップが未作成である市町数 ９市町 ２市町 ３市町 14 市町

ハザードマップの作成・改訂を行いながら、長期間市町村

地域防災計画に反映させていない市町数 

６市町 ２市町 １市町 ９市町

市町村地域防災計画の策定・改訂を行いながら、長期間ハ

ザードマップに反映させていない市町数 

５市町 ０市町 ０市町 ５市町

(注) 関東地方整備局提出資料及び当局調査結果に基づき作成した。 
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通    知    事    項 説明図表番号

３ ハザードマップの普及の推進 

⑴ 国土交通省、関東地方整備局及び河川事務所等は、ハザードマップの普

及の推進の一環として、ホームページに、①市町村におけるハザードマッ

プの公表状況、②市町村から入手したハザードマップについて掲載等を行

っている。 

今回、国土交通省等のホームページにおける、埼玉県、群馬県及び山梨

県内の市町村のハザードマップ作成状況の掲載状況を調査した結果、次の

ような状況がみられた。 

① 関東地方整備局のホームページをみると、ハザードマップを作成して

いない 1 町について作成扱いとなっており、また、ハザードマップの作

成状況の把握時点が平成 18年 3月 31 日とかなり古いものとなっている。 

  また、利根川上流河川事務所、渡良瀬川河川事務所及び甲府河川国道

事務所のホームページをみると、ⅰ)ハザードマップが改訂されたにもか

かわらず、改訂前のハザードマップを掲載している（3市）、ⅱ)新たに作

成したハザードマップを入手しているが、掲載していない（5市町）等の

状況がみられる。 

② 国土交通省ハザードマップポータルサイトをみると、ハザードマップ

を作成している 7市町について作成扱いとなっておらず、また、ハザー

ドマップを作成していない 1市について作成扱いとなっている。 

また、国土交通省河川局のホームページ（地方整備局からの管内の情報

を元に作成されている。）におけるハザードマップ公表状況をみると、ハ

ザードマップを作成していない 1町について作成扱いとなっており、ま

た、作成する必要のない（浸水想定区域が指定されていない）1町につい

て、未作成の扱いとなっている。 

 

⑵ 水防法第 15 条では、市町村地域防災計画に定めた事項をハザードマップ

により住民に周知すべきことが規定されているが、周知のための措置につ

いては、水防法施行規則第 4条で、①ハザードマップを印刷物の配布その

他の適切な方法により各世帯に提供すること、②インターネットの利用そ

の他の適切な方法により、住民がその提供を受けることができる状態に置

くことを定めている。 

さらに、国土交通省河川局治水課長通知に基づく「洪水ハザードマップ

作成要領」及びこれを解説した技術的参考資料である「洪水ハザードマッ

プ作成要領の解説と運用」（平成 12 年 9 月）及び「作成の手引き」（平成 17

年 6 月）において、各戸への配布、転入者への配布等、ハザードマップの

普及方法について示している。 

今回、埼玉県、群馬県及び山梨県においてハザードマップを作成してい

る 41 市町におけるハザードマップの普及方法について調査した結果、次の
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通    知    事    項 説明図表番号

ように「作成の手引き」に沿っていないもの（21 市町（実数）51.2％）が

みられた。 

① ハザードマップを各世帯に配布していないもの（3市 7.3％） 

② ハザードマップを転入者に配布していないもの（9市町 22.0％） 

③ ハザードマップを当該市町村のホームページに掲載していないもの

（13 市町 31.7％） 

 

関東地方整備局及び河川事務所等においては、災害情報協議会等におい

て、「作成の手引き」の説明等の中でハザードマップの普及について総括的

な説明をしているものの、その普及に対する関係市町の理解が十分されて

はいない状況にある。 

 

したがって、関東地方整備局は、ハザードマップの普及の推進を図るた

め、次の措置を講ずる必要がある。 

①  管内の市町村におけるハザードマップの作成状況を確認したうえで、

関東地方整備局及び河川事務所等がホームページで提供している情報を

適期に正確なものに更新すること。 

なお、国土交通省ハザードマップポータルサイト等については、その内

容の補正を図るため、関東地方整備局管内における上記調査結果⑴－②の

内容を国土交通本省に報告すること。 

②  関係市町村に対してハザードマップに係る普及促進策の実施を災害情

報協議会等を通じて積極的に助言すること。 

 
 
 
 
 
 
 
表３－⑵－② 
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（説 明） 

 
表３－⑴－① 調査対象地方整備局等のホームページに掲載されているハザードマップに関する情報が

現状を反映しておらず、その修正・更新が必要な例（埼玉、群馬、山梨県内市町村） 
 

機関名 修正・更新が必要な状況 
関東地方整備局 ○ ハザードマップを作成していない町について作成扱いとなっている（１町）。

○ ハザードマップの作成状況の把握が平成 18 年３月 31 日となっており、その

後作成された市町分について更新（掲載）されていない（11 市町分）。 
利根川上流

河川事務所 
○ ハザードマップが改訂されたにもかかわらず、改訂前のハザードマップを掲

載している（１市分）。 
○ 新たに作成したハザードマップを入手しているが掲載していない（１市分）。

渡良瀬川河

川事務所 
○ 改訂したハザードマップが掲載されていない（１市分）。 

河川事

務所等 

甲府河川国

道事務所 
○ 改訂前のハザードマップを掲載している（１市分）。 
○ ハザードマップを入手しているが掲載していない（４市町分）。 
○ 事務所のホームページにおいて、ハザードマップをホームページに掲載して

いる市町村ホームページにリンクを貼っているが、一部にリンク漏れがある（２

市分）。 
（注）１  当局の調査時点は、関東地方整備局が平成 19 年９月１日、利根川河川事務所が同年 10 月

12 日、渡良瀬川河川事務所が同年 10 月 19 日、甲府河川国道事務所については同年 10 月 31
日である。 

２ 市町村合併前に旧市町村がハザードマップを作成し、合併後の市町村で作成していない場合

については作成扱いとした。 
 
表３－⑴－② 国土交通省等のホームページに掲載されているハザードマップに関する情報が現状を反

映しておらず、その修正が必要な例（埼玉、群馬、山梨県内市町村） 
 

ホームページ名 修正・更新が必要な状況 
国土交通省ハザード

マップポータルサイ

ト 

○ ハザードマップを作成しているが作成扱いとなっていない（７市町）。 
○ ハザードマップを作成していない市について作成扱いとなっている（１市）。

国土交通省河川局ハ

ザードマップ公表状

況 

○ ハザードマップを作成していない町について作成扱いとなっている（１町）

○ 浸水想定区域が指定されておらず、作成の必要のない町について未作成の扱

いとなっている（１町）。 
（注）１  当局の調査時点は、平成 19 年９月１日である。 

２ 市町村合併前に旧市町村がハザードマップを作成し、合併後の市町村で作成していない場合

については作成扱いとした。 
 

 
表３－⑵－① ハザードマップ作成市町におけるハザードマップ普及に関する不適切な状況 

（単位：市町・％） 
該当市町 

普及に関する不適切の類型 
埼玉県 群馬県 山梨県 計 

ア ハザードマップを各世帯に配布していない ２ １ ０ ３(7.3)
イ ハザードマップを転入者に配布していない ３ ０ ６ ９(22.0)
ウ ハザードマップをホームページに掲載していない 11 ０ ２ 13(31.7)

市町延べ数 16 １ ８ 25
計 

市町実数 13(31.7) １(2.4) ７(17.1) 21(51.2)
（注）１  当局の調査結果による。 

２ 平成 19 年８月 31 日現在のハザードマップの作成状況について記載した。 
３ （ ）内の数値は、ハザードマップを作成している 41 市町に対する割合を示す。 
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表３－⑵－② 調査対象河川事務所等におけるハザードマップの普及に関する支援状況 
 
河川事務

所等名 ハザードマップの記載内容に関する河川事務所等の支援状況 

利根川上流

河川事務所 

災害情報協議会で「作成の手引き」の説明等の中でハザードマップの普及について総括的

な説明を実施している。 

なお、平成 17 年度以降、市町村や小学校を対象に浸水想定区域や水害に関して出前講座を

４回実施している。 

また、管内の市町村のハザードマップをホームページに掲載している。 

江戸川河川

事務所 

災害情報協議会で「作成の手引き」の説明等の中でハザードマップの普及について総括的

な説明を実施している。 

 なお、年数回、治水や環境に関する出前講座を実施しており、この中で浸水想定区域や洪

水ハザードマップについても言及している。 

渡良瀬川河

川事務所 

災害情報協議会で「作成の手引き」の説明等の中でハザードマップの普及について総括的

な説明を実施している。 

なお、管内の市町村のハザードマップをホームページに掲載している。 

荒川上流河

川事務所 

災害情報協議会で「作成の手引き」の説明等の中でハザードマップの普及について総括的

な説明を実施している。 

なお、平成 19 年３月にさいたま新都心駅において、パネル展を開催し、さいたま市のハザ

ードマップのＰＲを実施し、小学校においてこれまで２回、出前講座を実施している。 

荒川下流河

川事務所 

災害情報協議会で「作成の手引き」の説明等の中でハザードマップの普及について総括的

な説明を実施している。 

 なお、普及に関係することとして以下を実施している。 
 ① ホームページに管内市町村のハザードマップサイトへのリンク設定 
 ② 事務所の情報誌「ＡＲＡ」（赤羽駅前等に備付）への適宜のハザードマップ作成の旨の

記事の掲載 
 ③ 市販のマップへの（ハザードマップに関する）原稿の提供 

高崎河川国

道事務所 

非該当（調査時点において管内にハザードマップ作成市町村がない。） 

甲府河川国

道事務所 

災害情報協議会で「作成の手引き」の説明等の中でハザードマップの普及について総括的

な説明を実施している。 

また、管内の市町村のハザードマップをホームページに掲載し、同マップを掲載している

市町村のホームページにリンクを張っている。 
（注）当局の調査結果による。 

 


	結果報告書（表紙、目次）.pdf
	●結果報告書（本文）訂正済.pdf

